
板橋区里帰り出産等による妊婦健康診査等助成金交付要綱  

（平成１９年３月２９日区長決定）  

（目的）  

第１条 この要綱は、里帰り出産等のために板橋区妊婦健康診査実施要綱（昭和５０

年４月１日区長決定）、板橋区新生児聴覚検査実施要綱（平成３１年３月１５日区

長決定）、板橋区産婦健康診査実施要綱（令和８年２月２７日区長決定）若しくは

板橋区 1 か月児健康診査実施要綱（令和８年２月２７日区長決定）に規定する実

施医療機関（以下「契約医療機関」という。）以外の医療機関又は助産所で妊婦健

康診査等を受診した者又は妊婦健康診査等を受診した者であって、特別の事情に

より妊婦健康診査等に係る受診票を使用することができなかったものに対し、里

帰り出産等による妊婦健康診査助成金（以下「妊婦健診助成金」という。）、新生

児聴覚検査助成金（以下「聴覚検査助成金」という。）、里帰り出産等による産婦

健康診査助成金（以下「産婦健診助成金」という。）又は里帰り出産等による 1 か

月児健康診査助成金（以下「1 か月児健診助成金」という。）を交付することによ

り、母子の健康を守るとともに、妊娠及び出産に伴う経済的負担の軽減を図るこ

とを目的とする。  

 

（対象者）  

第２条 この要綱に基づく妊婦健診助成金の交付を受けることができる者は、次の各

号に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、板橋区保健指導実施要綱（昭

和５０年４月１日区長決定）の対象者を除く。 

 （１）契約医療機関以外の日本国内の医療機関又は助産所で妊婦健康診査（妊婦健

康診査とは、板橋区妊婦健康診査実施要綱に規定する妊婦健康診査又は区長が

認める妊婦健康診査をいい、公費負担及び保険診療によるものを除く。以下同

じ。）を受診したため、東京都内の区市町村で交付された｢妊婦健康診査受診票

(１回目)｣｢妊婦健康診査受診票(２回目以降)｣｢妊婦超音波検査受診票｣「妊婦子

宮頸がん検診受診票」（以下「妊婦健診受診票」という。）を使用することがで

きなかった者又は日本国内の都外契約医療機関で妊婦健診受診票を使用しなか

った者であること。  

（２）妊婦健康診査の受診日において、板橋区に住民登録があること。 

２ この要綱に基づく聴覚検査助成金の交付を受けることができる者は、次の各号に

掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、板橋区保健指導実施要綱の対象者

を除く。  

 （１）契約医療機関以外の日本国内の医療機関で新生児聴覚検査（新生児聴覚検査

とは、板橋区新生児聴覚検査実施要綱に規定する新生児聴覚検査をいい、公費

負担及び保険診療によるものを除く。以下同じ。）を受けたため、東京都内の

区市町村で交付された｢新生児聴覚検査受診票」（以下「聴覚検査受診票」とい

う。）を使用することができなかった新生児聴覚検査の対象児の保護者（保護



者とは、母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第６条第４項の規定による

保護者をいう。）（以下「対象児保護者」という。）又は日本国内の都外契約医

療機関で聴覚検査受診票を使用しなかった対象児保護者であること。 

（２）聴覚検査日に板橋区に住民登録があること。  

３ この要綱に基づく産婦健診助成金の交付を受けることができる者は、次の各号の

いずれかに該当する者とする。ただし、板橋区保健指導実施要綱（昭和５０年４月

１日区長決定）の対象者を除く。  

（１）次に掲げる要件を全て満たす者  

  ア 契約医療機関以外の日本国内の医療機関又は助産所で産婦健康診査（産婦

健康診査とは、里帰り出産等のために板橋区産婦健康診査実施要綱に規定す

る産婦健康診査をいい、公費負担及び保険診療によるものを除く。以下同

じ。）を受けたため、東京都内の区市町村で交付された｢産婦健康診査受診

票」（以下「産婦健診受診票」という。）を使用することができなかった者、

又は日本国内の都外契約医療機関で産婦健診受診票を使用しなかった者であ

ること。  

  イ 令和８年４月１日以降に出産した産婦であること。  

  ウ 産婦健康診査受診日に板橋区に住民登録があること。  

（２）次に掲げる要件を全て満たす者  

  ア 令和８年４月１日以降に出産した産婦であること。  

  イ 令和８年４月１日から令和８年９月３０日までに日本国内の医療機関又は

助産所で産婦健康診査を受診していること。  

   ウ 産婦健康診査受診日に板橋区に住民登録があること。  

４ この要綱に基づく 1 か月児健診助成金の交付を受けることができる者は、次の

各号のいずれかに該当する者とする。ただし、板橋区保健指導実施要綱の対象者

を除く。  

（１）次に掲げる全て要件を満たす者  

  ア 契約医療機関以外の日本国内の医療機関で 1 か月児健康診査（1 か月児健

康診査とは、板橋区 1 か月児健康診査実施要綱に規定する 1 か月児健康診

査をいい、公費負担及び保険診療によるものを除く。以下同じ。）を受けた

ため、東京都内の区市町村で交付された｢1 か月児健康診査受診票」（以下

「1 か月児健診受診票」という。）を使用することができなかった 1 か月児

健康診査の対象児の対象児保護者又は日本国内の都外契約医療機関で 1 か

月児健診受診票を使用しなかった対象児保護者であること。  

  イ 令和８年４月１日以降に出生した対象児の対象児保護者であること。  

  ウ 1 か月児健康診査受診日に板橋区に住民登録があること。  

（２）次に掲げる全て要件を満たす者  

  ア 令和８年４月１日以降に出生した対象児の対象児保護者であること。  

  イ 令和８年４月１日から令和８年９月３０日までに日本国内の医療機関で 1



か月児健康診査を受診していること。  

   ウ １か月児健康診査受診日に板橋区に住民登録があること。 

５ 妊婦健診助成金、聴覚検査助成金、産婦健診助成金、1 か月児健診助成金（以下

これらを総称して「助成金」という。）を同時に申請する場合には、一括して助

成金の交付を受けることができる。  

６ 前各項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認める者に対し、助成金を交

付することができる。 

 

（助成金の額等）  

第３条 妊婦健診助成金の対象となる妊婦健康診査は、一般健康診査にあっては１４

回を、超音波検査にあっては４回を、子宮頸がん検診にあっては１回を限度とす

る。 

２ 聴覚検査助成金の対象となる新生児聴覚検査は、１回を上限とする。  

３ 産婦健診助成金の対象となる産婦健康診査は、2 回を上限とする。 

４ 1 か月児健診助成金の対象となる 1 か月児健康診査は、１回を上限とする。 

５ 前各項に規定する助成金の額は、前条（第５項を除く。）に規定する対象者が妊

婦健康診査、新生児聴覚検査、産婦健康診査、1 か月児健康診査に要した費用とす

る。ただし、受診日の属する年度において区が別途契約医療機関と契約する単価

を上限とする。  

６ 前項ただし書の規定にかかわらず、前条第３項に該当する対象者に対する産婦健

康診査助成金の上限額は５，０００円とし、同条第４項に該当する対象者に対す

る 1 か月児健診助成金の上限額は６，０００円とする。  

 

（申請）  

第４条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、出産の日

から起算して１年以内に、里帰り出産等による妊婦健康診査等助成金交付申請書

兼請求書（別記第１号様式。以下「申請書」という。）に、次の各号に掲げる書類

を添えて、区長に申請するものとする。ただし、第２条第３項又は第４項に該当

する対象者にあっては、第２号の書類の添付を要しない。  

 （１）削除  

 （２）東京都内の区市町村で交付された妊婦健診又は聴覚検査受診票のうち未使用

のもの  

 （３）医療機関又は助産所が発行した妊婦健康診査、新生児聴覚検査、産婦健康診

査若しくは 1 か月児健康診査の領収書又は板橋区里帰り出産等による妊婦健康

診査等受診等証明書（別記第２号様式）  

 （４）母子健康手帳等妊婦健康診査、新生児聴覚検査、産婦健康診査又は 1 か月

児健康診査を受けていることを証する書類  

 



（交付決定）  

第５条 区長は、前条の規定による申請があったときは、第２条に該当するか否かを

審査し、助成の可否を決定する。  

２ 区長は、前項の規定により助成を適当と認めたときは、里帰り出産等による妊婦

健康診査等助成金交付決定通知書（別記第３号様式）により、不適当と認めたと

きは、里帰り出産等による妊婦健康診査等助成金不交付決定通知書（別記第４号

様式）により申請者に通知するものとする。  

 

（交付）  

第６条 区長は、前条の規定する助成金の交付を決定したときは、申請者が指定する

申請人名義の金融機関の口座に、助成金を振り込むものとする。  

２ 前項の規定にかかわらず、申請者は、申請者本人と異なる者に、助成金の受取り

を委任することができる。この場合において、申請者は、助成金の受取りを委任

する旨を、申請書をもって区長に届け出るものとする。  

３ 区長は、前項の規定により、助成金の受取りの委任の届出があったときは、第１

項の規定にかかわらず、申請者が助成金の受取りを委任する者名義の金融機関の

口座に、助成金を振り込むことができる。  

 

（公簿等の確認）  

第７条 区長は、この要綱の施行のために必要があると認めるときは、申請者の同意

を得て、区が保有する公簿等を確認することができる。  

２ 区長は、申請書に添付しなければならない書類について、前項の規定によりその

内容を確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。  

 

（決定の取消し）  

第８条 区長は、申請者が虚偽その他の不正な手段により助成金の交付決定を受けた

ことが判明したときは、これを取り消すことができる。  

 

（助成金の返還）  

第９条 区長は、前条の規定により、助成金の交付決定を取り消した場合において、

既に助成金が交付されているときは、助成金の交付決定を取り消した者に対し、

期限を定めて当該助成金の返還を命ずるものとする。  

 

（その他）  

第１０条 この要綱に定めのない事項は、東京都板橋区補助金交付規則（昭和４２年

板橋区規則第３号）に定めるもののほか、保健所長が定める。  

 

   付 則  



 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。  

 

付 則  

 １  この要綱の一部改正は、平成２０年４月１日から施行する。  

 ２  この要綱の一部改正は、平成２０年４月１日以降に受診した妊婦健康診査につ

いて適用する。  

３ この要綱の施行の際、改正前の板橋区里帰り出産等による妊婦健康診査助成

金交付要綱による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用す

ることができる。  

 

付 則  

 １  この要綱の一部改正は、平成２０年７月１日から施行する。  

 ２  この要綱の一部改正は、平成２０年４月１日以降に受診した妊婦健康診査につ

いて適用する。  

 

付 則  

 １  この要綱の一部改正は、平成２１年４月１日から施行する。  

 ２  この要綱の一部改正は、平成２１年４月１日以降に受診した妊婦健康診査につ

いて適用する。  

 

付 則  

 １  この要綱の一部改正は、平成２１年４月１日から施行する。  

 ２  この要綱の一部改正は、平成２１年４月１日以降に受診した妊婦健康診査につ

いて適用する。  

 

付 則  

 １  この要綱の一部改正は、平成２１年１０月１日から施行する。 

 ２ この要綱の施行の際、改正前の板橋区里帰り出産等による妊婦健康診査助成金

交付要綱による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用す

ることができる。  

 

付 則  

 １  この要綱の一部改正は、平成２２年４月１日から施行する。  

 ２ この要綱の施行の際、改正前の板橋区里帰り出産等による妊婦健康診査助成金

交付要綱による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用す

ることができる。  

 

付 則  



 １  この要綱の一部改正は、平成２３年４月１日から施行する。  

 ２ この要綱の施行の際、改正前の板橋区里帰り出産等による妊婦健康診査助成金

交付要綱による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用す

ることができる。  

 

付 則  

 １  この要綱の一部改正は、平成２７年４月１日から施行する。  

 ２ この要綱の施行の際、改正前の板橋区里帰り出産等による妊婦健康診査助成金

交付要綱による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用す

ることができる。  

 

   付 則  

 １ この要綱の一部改正は、平成２８年４月１日から施行する。  

 ２  この要綱の一部改正は、平成２８年４月１日以降に受診した妊婦健康診査につ

いて適用する。  

 

付 則  

 １ この要綱の一部改正は、平成２９年４月１日から施行し、同日以降に申請書を

受理した分から適用する。ただし、当面の間、一部改正前の様式を使用するこ

とができる。  

  

付 則  

 １ この要綱の一部改正は、平成３１年４月１日から施行する。  

 ２ この要綱の施行の際、改正前の板橋区里帰り出産等による妊婦健康診査助成金

交付要綱（以下「改正前の要綱」という。）による用紙で、現に残存するものは、

所要の修正を加え、なお使用することができる。 

 ３ 改正前の要綱に規定された様式を用いて作成された申請書その他の書類は、改

正後の板橋区里帰り出産等による妊婦健康診査等助成金交付要綱の相当様式に

より作成されたものとみなす。  

 

付 則  

 １ この要綱の一部改正は、令和３年４月１日から施行する。  

 

付 則  

 １ この要綱の一部改正は、令和５年４月１日から施行する。  

 

付 則  

１ この要綱の一部改正は、令和７年４月１日から施行する。  



 

２  令和７年４月１日以後における令和７年３月３１日までに妊娠届を提出した

者の第２条に係る規定の適用については、なお従前の例による。  

 

３  この要綱の施行の際、改正前の板橋区里帰り出産等による妊婦健康診査助成

金交付要綱による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用す

ることができる。  

 

付 則  

１ この要綱の一部改正は、令和８年４月１日から施行する。  

２ この要綱の施行の際、改正前の板橋区里帰り出産等による妊婦健康診査助成金

交付要綱による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用する

ことができる。  



 



 



第３号様式（第５条関係） 

                            第     号 

                            年  月  日 

    

       様 

 

                      板 橋 区 長 

                         

 

 

里帰り出産等による妊婦健康診査等助成金交付決定通知書 
 

 

    年  月  日付で申請のあった「里帰り出産等による妊婦健康診査

等助成金」について、交付決定したので通知します。 

 

 

 

記 

 

１ 氏名 

 

 

２ 住所 

 

 

３ 助成金額                   円  

 

 

４ 振込予定日 

 

 

５ その他       都外等で新生児聴覚検査等を受け、申請がお済みでない場

合は、未使用の受診券・領収書等を揃え、改めてご申請く

ださい。※申請期限はお子さんが１歳になる前日までです。 

 

 



第４号様式（第５条関係） 

                            番     号 

                            年  月  日 

    

       様 

 

                        板 橋 区 長 

                         

 

 

里帰り出産等による妊婦健康診査等助成金不交付決定通知書 
 

 

    年  月  日付で申請のあった「里帰り出産等による妊婦健康等診

査助成金」については、下記の理由により助成しないことに決定したので通知

します。 

 

記 

 

 

 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    


